
○
総
務
省
令
第
五
十
六
号

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

統
計
法
（
第
五
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
動

態
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
し
て
は
、
こ
の
省

令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
調
査
の
目
的
）

第
二
条

サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
は
、
我
が
国
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
事
業
活
動
の
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。



（
定
義
）

第
三
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

事
業
所

物
の
生
産
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
一
定
の
場
所

二

企
業
等

法
人
（
公
営
企
業
を
含
み
、
外
国
の
法
人
を
除
く
。
）
、
事
業
を
経
営
す
る
個
人
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共

団
体
の
事
業
所

（
調
査
の
期
日
）

第
四
条

サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
は
、
毎
月
末
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

（
調
査
の
対
象
）

第
五
条

サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
は
、
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ

る
産
業
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
属
す
る
事
業
所
及
び
企
業
等
の
う
ち
か
ら
総
務
大
臣
が
選
定
し
た
も
の
（
以

下
そ
れ
ぞ
れ
「
調
査
事
業
所
」
及
び
「
調
査
企
業
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
。

一

大
分
類
Ｇ
―
情
報
通
信
業

二

大
分
類
Ｈ
―
運
輸
業
、
郵
便
業



三

大
分
類
Ｋ
―
不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

四

大
分
類
Ｌ
―
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
（
中
分
類
七
一
―
学
術
・
開
発
研
究
機
関
及
び
細
分
類
七
二
八
二

―
純
粋
持
株
会
社
を
除
く
。
）

五

大
分
類
Ｍ
―
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

六

大
分
類
Ｎ
―
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
（
小
分
類
七
九
二
―
家
事
サ
ー
ビ
ス
業
を
除
く
。
）

七

大
分
類
Ｏ
―
教
育
、
学
習
支
援
業
（
中
分
類
八
一
―
学
校
教
育
を
除
く
。
）

八

大
分
類
Ｐ
―
医
療
、
福
祉
（
小
分
類
八
四
一
―
保
健
所
、
小
分
類
八
五
一
―
社
会
保
険
事
業
団
体
及
び
小
分
類
八
五
二

―
福
祉
事
務
所
を
除
く
。
）

九

大
分
類
Ｒ
―
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）
（
中
分
類
九
三
―
政
治
・
経
済
・
文
化
団
体
、
中
分
類
九
四

―
宗
教
及
び
中
分
類
九
六
―
外
国
公
務
を
除
く
。
）

（
調
査
事
項
等
）

第
六
条

サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
調
査
事
項
」
と
い
う
。
）
を
調
査
す
る
。

一

事
業
所
に
関
す
る
事
項



イ

名
称
、
所
在
地
及
び
法
人
番
号

ロ

消
費
税
の
税
込
記
入
・
税
抜
記
入
の
別

ハ

売
上
（
収
入
）
金
額

ニ

事
業
所
の
主
な
事
業
活
動
の
種
類

ホ

従
業
者
数

二

企
業
等
に
関
す
る
事
項

イ

名
称
、
所
在
地
及
び
法
人
番
号

ロ

消
費
税
の
税
込
記
入
・
税
抜
記
入
の
別

ハ

事
業
活
動
別
売
上
（
収
入
）
金
額

ニ

従
業
者
数

２

総
務
大
臣
は
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
に
用
い
る
調
査
票
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
告
示
す
る
。

（
調
査
の
方
法
）

第
七
条

サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
。



一

総
務
大
臣
が
識
別
符
号
（
総
務
大
臣
が
調
査
事
業
所
又
は
調
査
企
業
等
を
識
別
す
る
た
め
に
付
し
た
符
号
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
類
を
調
査
事
業
所
又
は
調
査
企
業
等
ご
と
に
郵

便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外

国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
次
号
及
び
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
郵
便

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
送
付
し
、
及
び
当
該
調
査
事
業
所
の
管
理
責
任
者
又
は
当
該
調
査
企
業
等
を
代
表
す
る
者
（
次

条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
報
告
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
及
び
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
識
別
符
号
を
用
い
て
送
信
さ

れ
た
調
査
事
項
に
係
る
情
報
を
総
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
お
い
て
受
信
す
る
方
法

二

総
務
大
臣
が
調
査
票
を
調
査
事
業
所
又
は
調
査
企
業
等
ご
と
に
郵
便
等
に
よ
り
送
付
し
、
及
び
郵
便
等
に
よ
り
当
該
調

査
票
の
提
出
を
受
け
る
方
法

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

第
八
条

サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
調
査
事
項
の
う
ち
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ



い
て
は
調
査
事
業
所
の
管
理
責
任
者
が
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
企
業
等
を
代
表
す
る
者
が
、
そ
れ

ぞ
れ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
動
態
統
計
調
査
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
調
査
期
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

報
告
義
務
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
総
務
大
臣
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
識
別
符
号
を
用
い
て
調
査
事
項
に
係
る
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

調
査
票
に
記
入
し
、
及
び
当
該
調
査
票
を
総
務
大
臣
に
郵
便
等
に
よ
り
提
出
す
る
方
法

（
結
果
の
公
表
等
）

第
九
条

総
務
大
臣
は
、
調
査
票
（
前
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
調
査
事
項
に
係
る
情
報
を
含
む
。
）
の

審
査
及
び
集
計
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
票
等
の
保
存
）

第
十
条

総
務
大
臣
は
、
調
査
票
を
三
年
間
、
調
査
票
（
第
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
調
査
事
項
に
係

る
情
報
を
含
む
。
）
の
内
容
が
転
写
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て



は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
結
果
原
表
が
転
写

さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
を
永
年
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
一
月
末
現
在
に
よ
っ
て
行
う
調
査
か
ら
適
用
す
る
。


